
6 広報みよし　2022年 2月号

市政情報や皆さんに特にお知らせしたい情報をお届けします。市 政 ニ ュ ー ス
  令和3年度(令和2年度実施事業)の行政評価の結果を公表します
　企画政策課　☎32-8005　N76-5021

ホームページ

　行政評価の概要と令和3年度に実施した令和2年度分の評価結果をお知らせします。

　市が目指す将来像の実現に向けて行政が行うさまざまな活動（行政活動）について、客観的に
判断できる値をもとに事業の評価・検証を行うことです。

　

■行政評価とは

■行政評価の目的

行政評価の概要

　PDCAサイクル（右図参照）とは、Plan（計画）ー
Do（実行）ーCheck（評価）ーAction（改善）という
手順を繰り返すことで、業務などを継続的に改
善する考え方です。行政評価はCheckとAction、
Planの一部を担います。市の施策や事務事業に対
して、行政活動の量だけではなく成果を重視した
評価を行うことで、さらに効果的・効率的に行政
活動を行えるようにしています。

目標を設定し
計画を作成

計画をもとに
事業を実行

評価をもとに
改善策を検討

実施した事業の
成果を評価

Plan（計画）

Action（改善）

Check（評価）

Do（実行）

■PDCAサイクルと行政評価の役割

　第2次みよし市総合計画で掲げた将来像「み
んなで育む  笑顔輝く  ずっと住みたいまち」
を実現するため、6つの「基本目標」とその基
本目標を達成するための15の「取組方針（施
策）」を定めています。さらに、各施策を達成
するためにさまざまな「事務事業」を行ってい
ます。
　行政評価では「取組方針（施策）」について評
価を行う「施策評価」と、「事務事業」について
評価を行う「事務事業評価」を行っています。

■施策評価と事務事業評価 　市の目指す将来像
　「みんなで育む　笑顔輝く　ずっと住みたいまち」

事務事業事務事業

基本目標

取組方針（施策）取組方針（施策）

・各事業の目的や方法を見直し、継続的に行政サービスの向上を図ること
・施策、事務事業の評価内容を公表し、市民への説明責任の徹底と行政の透明性を確保すること
・市職員の意識改革を促すこと

施策評価施策評価

事務事業評価事務事業評価

行政評価
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施策評価結果

　「成果指標達成度」「市民満足度」「市民期待度」の各指標を数値化し、それをもとに次年度の重点施策を決定しま
した。

評価結果　①施策評価

　令和3年度は、令和2年度に実施した448の評価
対象となる事業について評価を行い、現在も実施さ
れている440の事業について「事業の方向性」を決
定しました。ここで決定した「事業の方向性」は、予
算編成を行う際の判断材料として活用しています。

　市では、より客観的に事業の必要性や効率性を評価・検証す
るために、外部の有識者で組織される行政評価委員会を設置し
ています。令和3年度は、令和2年度に実施した事務事業につ
いて448の評価対象から6つを選定し、内部評価の見直しが行
われました。

内部評価結果 外部評価結果

事業の方向性 事務事業数 割合

現状維持 370 84.1％

見直し

拡大 34 7.7％

改善 19 4.3％

統合 8 1.8％

縮小 7 1.6％

廃止・休止 2 0.5％

計 440 100％

内部評価

現状維持

縮小

現状維持

拡大

現状維持

現状維持

外部評価

現状維持

改善

改善

現状維持

現状維持

現状維持

事務事業名

　不妊治療費助成金事業
　郷土芸能伝承活動発表会　
　開催事業
　ビジターセンター管理事業

　リサイクル推進事業

　道路維持管理事業

　交通安全施設整備事業

　事業の対象と成果を数値化し、「目的妥当性」「有効性」「効率性」「公平性」の観点から評価を行いました。評価は、
市の職員が自ら行う「内部評価」と外部の有識者が行う「外部評価」の2つの視点で行っています。

評価結果　②事務事業評価

■令和4年度重点施策

・教育環境の整備
・教育内容・活動の充実
・青少年への見守り活動の推進

心豊かな子どもを育てよう

・地域防災力の充実強化
・災害発生時に備えた対策の推進
・火災予防運動の実施

地域で支え合い、災害に強いまちをつくろう

・地区拠点施設の整備
・企業を支援する環境づくり
・友好都市交流の推進

まちのにぎわいや魅力を生み出そう

・みよし市版地域包括ケアシステムの構築
・ひとり暮らしの高齢者などの見守りの充実
・福祉に関する相談支援体制の充実

豊かに暮らせるようにみんなで助け合おう
・省電力・省エネルギーの推進
・リサイクル活動の支援
・生ごみ減量化の推進

環境にやさしいまちにしよう

・さんさんバスの充実
・幹線道路の整備
・みどりと景観計画の推進

便利で快適な住環境をつくろう

事務事業評価結果
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市政情報や皆さんに特にお知らせしたい情報をお届けします。市 政 ニ ュ ー ス
  みよし市公共施設温室効果ガス排出量の公表　環境課　☎32-8018　N76-5103

　地球温暖化は、家庭や事業所などから排出される二酸化
炭素などの温室効果ガス排出量の増加が原因といわれてお
り、人類の生活基盤を脅かす深刻な問題です。
　市では、みよし市地球温暖化対策実行計画に基づき、地
球温暖化対策を実施しています。今回は、令和2年度の市
内公共施設などから出た温室効果ガス排出量の調査結果と
市の取り組みをお知らせします。

　市内の公共施設などから出た令和2年度温室効果ガス排
出量の合計は4,628t-CO2で、令和元年度の4,878t-CO2

に比べておよそ5.1％減少しました（図1・図2）。

市施設の温室効果ガス排出量
　温室効果ガスの発生要因としては、電気・ガスによる排
出が総排出量の98％以上を占める結果となっています。

※かっこ内は前年度比

図2 令和2年度温室効果ガスの施設別排出量
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図1 市施設の温室効果ガス排出量（実績）
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● 市役所庁舎、小・中学校、市民病院などに太陽光発電などの再生可能
エネルギーを導入

● 市役所、保育園などで購入・契約する物品などについて、グリーン購
入に適合したものにする

● 市役所庁舎、小・中学校、保育園、市道などに設置する照明機器の
LED化による省エネルギーの推進

温室効果ガス削減に向けての取り組み
　公共施設などで行っている温室効果ガス削減に向けての　公共施設などで行っている温室効果ガス削減に向けての取り組みを紹介します。
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　　地球温暖化の防止に向けての市の取り組みを紹介します。

　令和2年7月に三好公園第4駐車場北側にリサイクル
ステーションを開設しました。令和4年1月からは小型
充電式電池も回収しています。再利用可能資源の有効活
用とごみの減量化にご協力をお願いします。

　脱炭素社会の実現に向けて令和2年10月、政府は
2050年までに温室効果ガス排出量を実質ゼロにすると
宣言しました。これに先立ち市では令和元年12月にゼ
ロカーボンシティを宣言。2050年までに二酸化炭素排
出量実質ゼロを目指して、さまざまな取り組みを実施し
ていきます。

　環境管理の取り組みについて助言や指摘をいただき、
今後に生かすために外部委員による監査が行われていま
す。監査報告書が令和3年11月8日、環境管理外部監査
員の柴

しばもと
本信

のぶゆき
之さんから提出されました。

3カ所目のリサイクルステーション開設

ゼロカーボンシティ宣言

環境管理外部監査

　エネルギーの地産地消や地球温暖化防止の促進を図る
ために、住宅用地球温暖化対策設備の設置や低公害車の
購入者に対して市から補助金を助成しています。

エコエネルギー促進事業補助金

環境に優しいまちを目指して環境に優しいまちを目指して
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市政情報や皆さんに特にお知らせしたい情報をお届けします。市 政 ニ ュ ー ス
  子育て世帯への臨時特別給付金の支給　子育て支援課　☎32-8034　N34-4379

　新型コロナウイルス感染症の影響を受けている子育て世帯を支援するため、国制度の子育て世帯への臨時特
別給付金を対象者に支給しています。国制度の給付金には所得制限がありますが、本市では所得の区別なく全
ての子育て世帯を支援するため、国制度の給付金が支給されなかった世帯には、市独自の子育て世帯への臨時
特別給付金（その他の子育て世帯分）を支給します。詳しくはホームページをご覧ください。

ホームページ

  住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金の支給　
　福祉課　☎76-5265（住民税非課税世帯給付金コールセンター）　N34-3388

　新型コロナウイルス感染症の影響が長期化する中、さまざまな困難に直面した人が速やかに生活・暮らしの
支援を受けられるよう、住民税非課税世帯などへの臨時特別給付金を支給します。詳しくはホームページをご
覧ください。 ホームページ

【対象児童】　
平成15年4月2日から令和4年4月1日までに出生した児童

【支給対象者】　　　　　　
基準日(令和3年9月30日)においてみよし市に住民登録が
あり、下記の①～③のいずれかに該当する人
① 令和3年9月分の児童手当・特例給付受給者（公務員を除

く）
② 公務員で令和3年9月分の児童手当・特例給付受給者、高

校生と同年齢の児童のみを養育している人、新生児を養
育している人（基準日時点で①以外の対象児童の養育者）

③ 基準日の後に離婚または離婚協議中となり配偶者と別居
し、給付金を受け取れない現在の養育者（ひとり親）など

※③に該当する人は、子育て支援課にご相談ください。

【給付額】　　　　 
児童1人当たり一律10万円

【申請】　
① に該当する人…不要（児童手当・特例給付受給者に対して

は、児童手当・特例給付の受給口座に振込）
②  または③に該当する人…令和4年2月28日（月）（令和4

年3月1日以降に出生する児童を養育する人は、児童の
出生後15日以内）までに、申請書（ホームページからダ
ウンロード可）に必要事項を記入し、必要書類を添えて
子育て支援課へ郵送または直接

【支給日】　　　　 
①  に該当する人…児童手当受給者には令和3年12月24日
（金）に支給済み、特例給付受給者には令和4年2月8日
（火）に支給予定（該当者には事前に支給案内を送付）

②または③に該当する人…提出書類の審査後、支給

�【支給対象者】　　　　　　
次の①または②に該当する世帯
① 基準日(令和3年12月10日)においてみよし市に住民登

録があり、世帯全員の令和3年度分の住民税均等割が非
課税である世帯（住民税が課税されている者の扶養親族
などのみからなる世帯を除く）

② ①に該当しない世帯で、新型コロナウイルス感染症の影
響を受けて令和3年1月以降の家計が急変し、①と同様
の事情にあると認められる世帯

※②の場合は、個別の審査があります。

【給付額】　　　 
1世帯当たり10万円

【申請】
① に該当する世帯…福祉課から郵送する確認書に記入し、

令和4年5月31日（火）までに返信用封筒で返送
②  に該当する世帯…申請書（ホームページからダウンロー

ド可）に記入し、添付書類（申請者の本人確認書類の写
しおよび収入のある世帯員全員分の令和3年1月以降の
任意の1カ月（世帯員全員同じ月）の収入が分かる書類）
を添えて、令和4年9月30日（金）までに給付金事務局

（市役所1階101会議室）に直接

【支給日】　　　 
①に該当する世帯…提出書類の確認後、支給
②に該当する世帯…提出書類の審査・決定後、支給
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人口     61,245人（－55人）

男性     31,413人（－39人）

女性     29,832人（－16人）

世帯数  25,004世帯（－36世帯）

※（　）は前月比 　  

みよし市の人口
（令和4年1月1日現在）

納税課　☎32-8051  N76-5103

　市税などの納付は便利で安心な
口座振替をご利用ください。
※口座振替は市内の指定金融機関
へ直接お申し込みください。市外
の本支店などで申し込む場合は納
税課までご連絡ください。

（普）…普通徴収

市税などの納期

区分 納付期限
固定資産税・都市計画税 4期 2月28日
国民健康保険税（普）

8期 2月28日後期高齢者医療保険料（普）
介護保険料（普）

  防災行政無線などを用いた全国一斉伝達訓練
  防災安全課　☎32-8046　N76-5702　

　全国瞬時警報システム（J
ジェイ

アラート）の伝達訓練が2月16
日（水）11：00に全国一斉に行われます。
　Jアラートとは、自然災害や武力攻撃など、皆さんの安

全に関わる情報をいち早くお届けするために整備されたも
のです。市では、市内56カ所の防災行政無線・防災ラジオ・
登録型の情報配信サービス「みよし安心ネット」を用いて情
報伝達を行います。
※全国的な気象状況などにより、訓練を予告なく中止する
場合があります。

2月16日（水）　11：00

  パブリックコメント  生涯学習推進基本計画　
  生涯学習推進課　サンライブ内　☎34-3111　N34-3114　{gakushu@city.aichi-miyoshi.lg.jp

　市では生涯学習を推進し、生涯にわたって学び続ける市民を応援することを目的
に「生涯学習推進基本計画」を策定しています。令和3年度で10年間の計画期間が終
了するため計画の見直しを進めています。その案がまとまりましたので、皆さんに
お知らせし意見の募集を行います。

【その他】
　詳しい内容は、左記期間にみよし情報プラ
ザ（市役所1階）、サンネット（カリヨンハウス2
階）、市ホームページでご覧ください。

ホームページ

【意見の提出方法】
　任意の様式に住所、氏名、電話番号、計画に対する意見
を明記して、2月1日（火）～3月2日（水）に生涯学習推進課
へ郵送、ファクス、メール、または直接
※口頭および電話での受け付けは行いません。
※意見に対する個別の回答はしません。

  新型コロナワクチンの3回目接種（追加接種）について
  健康推進課 新型コロナワクチン接種推進室　保健センター内　☎34-5311　N34-5969

　新型コロナワクチン追加接種について、2 回目接種をした日から６カ月経過に合わせて接種券が届くよ
う、随時接種券を発送していきます。接種は、市内協力医療機関による個別接種および集団接種で受ける
ことができます。接種場所や予約などの詳細については、同封する案内や市ホームページをご確認くださ
い。他市町村で新型コロナワクチンの２回目接種後に本市へ転入した人は、接種済証を持参して、健康推
進課窓口へお越しください。
※上記内容は、令和4年1月18日（火）時点の情報です。今後変更があった場合は、市ホームページ、接種
券同封の案内などでお知らせします。

ホームページ


